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和  解   条   項   
１ 控訴人・附帯被控訴人（以下単に「控訴人」という。）  

らは，被控訴人（以下単に「被控訴人」という。）に対  
し，控訴人らが作成，掲示した機関紙等の表現に適切さ  
を欠く点があり，本件提訴に至ったことにつき，遺憾の  
意を表する。控訴人らは，今後このような事態を生じさ  
せないよう努めるものとする。   

２ 被控訴人は，請求を放棄する。   
３ 第１審及び第２審の訴訟費用は，各自の負担とする。  
                       以  上    

これが、５月１６日に確認された和解条項の全文  
控 訴 人と は 、 東 海 ユ ニ オ ン 代 表 水 嶋 敏 行 、 分 会 代 表 田 中 康 彦 ら の

ことだ。被控訴人とはもちろん、わ たしたち東海労のことだ。  
控訴人を 東海ユニオンと置き換え 、被控訴人を 東海労と置き換えて

読 む と 「 遺 憾 の 意 」 と は 何 か が ハ ッ キ リ と 分 か る 。 明 ら か に 、 東 海

ユニオンの機関紙等の表現に適切さを欠く点があり、提訴されたこと

は遺憾＝「残念」である。したがって今後、東海ユニオンは、提訴さ

れないように努める、と理解するの が普通の読み方だ。   
わ た し た ち 東 海 労 の 申 し 入 れ に 対 し て 」 東 海 ユ ニ オ ン は 回 答 し 、

回 答 書 を 公 表 し た 。 し か し 回 答 書 は 、 相 変 わ ら ず の 勝 手 解 釈 と 開 き

な お り を 繰 り 返 す も の で 、 謝 罪 は し て い な い し 、 そ の 意 志 も な い こ

とをあらためて文書で示したことになる。  
回 答 書 で は 、 １ 項 は 法 律 的 効 果 は な い が 、 ２ 項 に の み 法 律 的 効 果

がある。したがって、「 結論的に言えば、貴組合の主張は全て引込め

られ、当組合の言い分が認められた」「これを評して、当組合の『全

面勝利的和解』と表現」、となるのだ そうだ。しかし、続けて「本件

和解条項が、全体的に見れば、当組 合の全面的勝利に近い内容」、と

も言っている。一体どちらが正当なのかハッキリしてくれ。  
ど う あ れ 、 １ 審 で 敗 れ た 被 告 が 和 解 で 全 面 勝 利 す る こ と な ど あ り

得ない。いずれにしても、「全面勝利的」ということは、一部は勝利

していないことになるのか。だった ら、「全面勝利的」でないところ

を 明 らか に し ろ 。 しか し 、「 本件提訴に至ったこと」、では言い訳
にもならないことはハッキリしている。   
田中分会長さん！ 本部はだめ、代わってあなたが謝りなさい 


